仕様書
第１　業務名
漁業就業支援ガイドブックデザイン制作業務委託
第２　目的
長崎市（以下、「市」という。）では、漁業者の高齢化や人口減少により、漁業就業者は減少しており、地域漁業の担い手となり得る漁業就業者の確保が急務である。そこで、新しく漁業就業を希望する方に対して、市の漁業の概要や研修支援制度等を紹介するガイドブックデザインを制作し、新規漁業就業者の受入体制を整備する。

第３　履行期間
契約日締結日から令和８年３月１９日までとする。
第４　履行場所

受託者の事務所ほか

第５　業務概要
１　制作方針
市内の漁業協同組合（以下、「漁協」という。）、漁業種類、海域の特徴、漁業者等を紹介するとともに、支援制度等について記載し、新しく漁業就業希望する方が読むことを考慮し、見やすさ、わかりやすさに十分配慮した構成とし、ビジュアル（写真やイラスト）を多く取り入れ、平易な文章表現に努めること。また、カラーユニバーサルデザイン及びメディア・ユニバーサルデザインに配慮した色彩及びフォントを用いたパンフレットとすること。

２　想定する活用方法
（１）漁業就業の相談に来られた方に配布

（２）（一社）全国漁業就業者確保育成センターや長崎県が主催する漁業就業支援フェアでの配布
（３）市のホームページでの紹介
第６　業務内容
１　表紙及び本文全般にわたる企画構成、デザイン等の実施

（１）　企画立案、デザイン、写真撮影、原稿作成、レイアウト、編集、校正等、漁業就業支援ガイドブック作成に必要な全ての作業を実施すること。

（２）　原稿については、必要に応じ委託者が所有している資料等を貸与する。なお、貸与した資料等の複製・複写の可否、返却等については、委託者の指示に従うこと。

（３）　取材対象となる漁業者の選定及び取材、取材原稿案の作成、日程調整に関しては委託者が行い、写真撮影に関しては受託者が行う。
ア　取材対象案　野母崎三和漁協（長崎市高浜町）

長崎市新三重漁協（長崎市三重町）

（４）紙面構成レイアウト案については、別紙１のとおりとする。
２　制作業務全般

（１）　受託者において、専門の編集員による原稿の読み込みや標記の統一を図るための内容の確認を行った後、委託者による原稿内容の確認及び校正を受けること。また、受託者は、委託者による原稿内容の確認及び校正を受けた後、訂正および変更等の指示があった場合は速やかに対応するものとする。
（２）原則として校正作業は、３回程度実施すること。
（３）業務にあたっては、委託者との詳細な打ち合わせを十分に行うこと。

３　ガイドブックの電子データ（CD-ROM）
（１）完成データ
	規格
	A４仕上がり巻き三つ折り（２１０×２９７mm）

	色数
	全頁４色印刷（フルカラー）、両面印刷

	言語
	日本語

	ページ数
	６頁（表紙、裏表紙含む）

	データ解像度
	３５０dpi以上

	その他
	PDF、JPEG、PNG形式、４MB程度（ホームページ公開用）


（２）中間生成物データ

第６業務で撮影した写真（未使用分も含む）、図表、画像、地図、イラスト、文章（キャッチコピー等を含む）

（３）編集可能なガイドブックのデータ

４　成果品

第６の３を履行期間内に第６の５で定める納品先まで納品する。

５　納品先

〒８５０―８６８５　長崎県長崎市魚の町４番１号１４階
長崎市役所水産農林部水産振興課
第７　業務責任者

１　業務の実施に先立ち、直接的かつ恒常的な雇用関係にある業務責任者を選任し、次の事項について契約締結時に書面をもって監督職員に通知すること。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。また、受託者との雇用関係を証明する書類として健康保険被保険者証の写しを提出する場合には、健康保険被保険者証に記載の記号・番号等にマスキングを施すこと。

（１）氏名

（２）生年月日

（３）経歴書

（４）受託者との雇用関係を証明する書類

２　業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び委託者の指示事項等を伝え、その周知を図ること。

３　業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識を有する者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。

第８　一括再委託の禁止

１　受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。

２　受託者は、主要な部分以外について第三者に委託する場合（以下、「再委託」という。）には、あらかじめ別紙様式１「第三者委託承諾願」を委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託する場合は、長崎市物品等競争入札有資格者名簿に、地域区分「市内」又は「認定市内」としての登録がある業者から選定すること。

第９　個人情報の保護

１　受託者は、個人情報の取扱いについて、以下の法令等を遵守すること。

（１）個人情報の保護に関する法律

（２）個人情報の保護に関する法律施行令

（３）長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例

（４）長崎市個人情報の保護に関する規則

２　受託者は、個人情報の保護及び当該契約に係る業務従事者（業務責任者、業務担当者）を明確にするため、契約締結後速やかに、別紙様式２「個人情報保護に関する届出書」、別紙様式３「業務従事者名簿」及び別紙様式４「個人情報保護に関する誓約書」を委託者へ提出すること。なお、誓約書については、業務従事者すべての誓約書を提出すること。

３　受託者は、別紙様式２「個人情報保護に関する届出書」により、当該契約に係る個人情報の取り扱いに関するセキュリティ責任者を配置すること。

４　受託者は、業務従事者を追加する場合は、新たに従事する者に係る別紙様式３「業務従事者名簿」及び別紙様式４「個人情報保護に関する誓約書」を業務従事前に追加で提出すること。
第10　その他留意事項

１　著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているイラスト等を使用するときは、受託者がその使用に関する一切の責任を負うこと。
２　本業務により作成されるデザイン、写真等の全ての著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）、所有権等は、委託者に帰属するものとし、受託者及び受託者からの依頼を受けて中間生成物を制作した者は、当該業務に関する事項に関して、同法第１７条に規定する著作者人格権を無期限に行使しないものとする。
３　著作権の帰属設定及び著作者人格権の不行使に係る一切の費用は、委託料に含まれるものとする。
４　成果品の所有権は、受託者が委託者に対して当該成果品を引き渡した時点をもって、委託者に帰属するものとする。
５　委託業務の内容全般に関して、契約締結後、委託者と受託者との間で打ち合わせを行い、調整を図ること。なお、要改善項目が明確になった場合、またはこの仕様書に定めがない事項については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
６　契約期間中における事業実施時及び打ち合わせ等に係る受託者の交通費、資料、印刷費等、事業を終了させるまでに必要な経費は全て契約金額に含む。
７　受託者が取材対象者に取材を行う際は、相手先の業務の支障とならないよう、時間や場所などに充分配慮して行うこと。
８　第６業務内容における表紙及び本文全般にわたる企画構成、デザイン等の実施は、第６の１（４）別紙１に記載するものを基本とするが、受託者において必要と思われる項目がある場合は、委託者の承諾を得ることで第６の１（４）別紙１の項目に含めることができることとする。
９　本業務委託を実施するにあたり、第６の１（４）別紙１に記載した情報支給の項目については、委託者が情報支給することとする。
10　受託者は、本事業の遂行により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。
11　この調査によって知り得た情報や結果は発注者に帰属するものとし、受託者はこの情報や結果を目的外に利用し、または第３者に提供してはならない。
12　成果品については、原則として委託者の事業のために必要な範囲内で、委託者が複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすることができるものとする。

著作権は委託者に帰属するが、作成の都合上やむをえず、著作権を委託者に譲渡できない写真、文章等を使用する場合は、事前に委託者に申し入れを行い、承諾を得ること。

委託者に著作権を帰属させることができない写真、文章等の二次利用については、その都度、委託者と受託者とで協議すること。
第11　担当者及び連絡先　　
長崎市水産農林部水産振興課　若杉、荒川
TEL：０９５－８２０－６５６３
FAX：０９５－８２７－６５１３
E-mail：suisan_shinko@city.nagasaki.lg.jp
別紙１　紙面構成レイアウト案について
	連番
	頁数
	記事
	支給材料

	１
	
	表紙
	

	２
	Ｐ１
	・市内の各漁協の位置図、海域の特徴

・地図で独立型漁業、雇用型漁業がわかるように記載
・市内で主に行われている漁法や漁業の特徴をイラスト等を用いて紹介
	情報支給

	３
	Ｐ２
	漁業者紹介（２名）

・経歴

・漁業者の1日スケジュール

・年間操業スケジュール

・操業の様子を写真等を用いて紹介
	原稿支給
１名分は既存写真を支給


	４
	Ｐ３
	研修生・指導者（漁業者）紹介（２名）

・経歴

・研修の1日スケジュール

・年間操業スケジュール

・操業や研修の様子を写真等を用いて紹介
	原稿支給


	５
	Ｐ４
	・操業形態

・漁業就業フロー図
	原稿支給

	６
	Ｐ５
	・漁業就業の支援制度

（国、県市研修事業、着業後フォローアップ事業記載）
・相談窓口
新規就業担当部署・連絡先・検索先（QRコード）
移住支援連絡先・検索先（QRコード）
	情報支給



[image: image1]
別紙様式１
年　　月　　日
（あて先）長崎市長
住所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　印
第三者委託承諾願
　次のとおり再委託したいので、承諾願います。
	業務名
	漁業就業支援ガイドブックデザイン制作業務委託

	契約締結日
	

	契約金額
	

	再委託先
	所在地
	

	
	商号又は名称
	

	
	代表者名
	

	
	再委託の業務内容
	

	
	再委託予定金額
	　　　　　　　　　　円

	
	再委託期間
	　　　　年　　月　　日


　※注意事項
　　受注者は再委託先の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること。
　　再委託先の業務内容に変更が生じる場合は、変更後の内容について再度承諾を得ること。
別紙様式２
年　　月　　日
（あて先）長崎市長
住所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　印
個人情報保護に関する届出書
	業務名
	漁業就業支援ガイドブックデザイン制作業務委託
	履行期間
	　　年　　月　　日から

　　年　　月　　日まで

	履行場所
	
	契約金額
	

	業務責任者氏名
	
	セキュリティ

責任者氏名
	

	個人情報保護に対する安全管理措置状況

	（この欄については、個人情報データ管理などの運用管理、当該業務に対する社員への教育、プライバシーマークが付与されている又は事業所独自のプライバシーポリシーを作成している等の状況を御記入いただくか、別紙で資料を添付ください。）




※業務従事者について、『業務従事者名簿』を提出してください。

以下については、再委託を行っている事業所の方のみ御記入ください。

	再委託先への個人情報保護に対する安全管理措置状況

	（この欄については、上記と同様の内容に加えて、再委託先選定基準の有無などの再委託管理についても御記入ください。）




※再委託先の業務従事者についても、『業務従事者名簿』を提出してください。

別紙様式３
業務従事者名簿
年　　月　　日現在
　業務名　　　漁業就業支援ガイドブックデザイン制作業務委託
　履行場所　　
　（１）業務責任者
	事業所名
	氏名
	住所

	
	
	


　（２）業務担当者
	事業所名
	氏名
	住所

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


受注者の方へ
　　　受注者は業務責任者及び業務担当者に対し、個人情報保護に対する教育を行うこと。
　　　この名簿について、変更があった際は、その都度提出すること。
　　　なお、業務責任者について変更があった際は、「業務責任者決定（変更）通知書」も提出すること。
別紙様式４
年　　月　　日

（あて先）長崎市長
住所
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　印
個人情報に関する誓約書

漁業就業支援ガイドブックデザイン制作業務委託において知り得た情報を、契約期間のみならず、契約終了後も外部に漏らさないこと、並びに以下の事項を厳守することを、誓約いたします。
記

１　本業務の遂行にあたっては、長崎市担当者の指示に従い、長崎市の服務規律、情報セキュリ
ティ及び環境保全に向けた取り組みを遵守します。
２　本業務で知り得た個人情報及び機密情報について、本業務を遂行する目的以外のために使用しません。
３　個人情報及び機密情報が記載された紙文書及びデータを長崎市が指定した場所以外に持ち出しません。

４　本業務に係る契約書及び仕様書等に記載のセキュリティ対策の内容について理解し、遵守します。

業務従事者名　　　　　　　　　　　　　　　　印
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